
○　教職員が、　・ウェルビーイング（※）を確保しながら、
　　　　　　　　・自らの人間性や創造性を高め、
　　　　　　　　・子どもたちの理解に努めながら、
　　　　　　　　　　　　　　　　より良い教育を行うことがきるようにすること。
○　岩手の、金ケ崎町の未来を担う大切な子どもたちに、質の高い教育の持続的提供につなげること。

教職員の健康確保等の取組

(1)勤務時間の適正管理
教 職 員 の 負 担 軽 減 の 取 組 

(1)「チーム学校」の推進 (2)学校業務の改善支援 (3)これからの教育への対応

取
組
の
柱

プラン
の

目的
　目標２
　　　教職員の時間外在校等時間の縮減

　目標１
　　　業務への充実感や健康面での安心感の向上

　　　　　　 教職員の負担軽減の取組
 ①　人的支援や協働体制の構築を基にした「チーム学校」の推進
 ②　増大する教職員の業務の改善（精選、軽減、効率化）
 ③　部活動の地域移行を含めたこれからの教育に重要な取組の推進

　　　　　教職員の健康確保等の取組
 ①　勤務時間を把握、分析し、時間外勤務の縮減に向けた取組
 ②　学校の労働安全衛生体制の充実に向けた支援・助言
 ③　教職員の心とからだの健康を確保する対策の充実
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課　　　　　題

◎　教職員の業務に係る負担及び負担感の軽減
◎　教職員の心身の健康確保のための取り組み

背　　　　　景

　●少子高齢化の進行
　●児童生徒が抱える困難さの多様化・複雑化
　●教育ＤＸの推進とその対応
　●町の支援員を含む教職員の人材不足

教職員の勤務状況の実態

　●長時間の時間外勤務
　●休憩・休息時間を取れない勤務
　●業務に対する負担感の増加
　●教職員の心身の健康不安

教職員の負担軽減の取組 教職員の健康確保等の取組

（１）各種課題に組織的に対応する体制の見直し
　　①生徒指導体制を整備し、役割分担を明確にして指導に当たる。
　　②校内研究の体制を整備し、複数学年で連携して効率的に研究を進める。
（２）学校業務内容の見直しと改善
　　①学校集金の電算化と会計処理業務の分担を明確にし進める。
　　②校務支援システムによる学級事務の効率化を進める。
　　③ねらいを明確にし、行事や活動の規模、内容を精選する。
（３）ICTの効果的な活用による業務の効率化
　　①会議や配付物等のペーパレス化による作業の軽減化を図る。
　　②一人一台端末を活用し、教材（資料等）の工夫と学習の充実を図る。

（１）勤務時間の適正管理
　　①校務支援パソコンにより勤務時間の把握に努める。
　　②適宜、業務の優先順位や業務遂行の方法について面談を行い、自己の働
　　　き方の見直しを図る。
　　③勤務時間・業務内容の分析から、個々の業務量の適正化を図る。
（２）労働安全衛生委員会の充実
　　①職員会議後に労働安全衛生委員会を位置づけ、労働環境の課題を出し合
　　　い、改善につなげる。
（３）心とからだの健康対策
　　①健康状態に関して気軽に相談できる人間関係と支え合える職場風土を醸
　　　成する。
　　②余暇やプライベートの充実を奨励し、心身の健康増進を図る。

(2)労働安全衛生体制の充実

第　　一　　小　　学　　校　　の　　取　　組

ア　学校運営の工夫、チーム体制の構築
　（学校）
　①　生徒指導体制の整備など、全教職
　　員一丸となった学校運営
　②　学級・学年経営力の強化
イ　学校をサポートする専門スタッフ等
　の配置（町教委）
　①　国・県教委による専門スタッフ等
　　の配置の要望
　②　町教委による専門スタッフ等の配置
　　の検討

ア　全ての教員で創り上げるカリキュラ
　ム・マネジメントの推進（学校）

イ　ＩＣＴ教育の充実（町教委・学校）

ウ　学校運営協議会の推進（学校）

エ　部活動の地域移行に係る具体的取組
　の推進

ア　業務内容の改善
　①　共同事務室による事務処理の適正化（学校）
　②　校務支援システムの活用（学校）
　③　各種調査依頼の精選、調査方法の効率化（町教委・学校）
　④　各種コンクール等の作品応募・募集依頼の精選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（町教委・学校）
　⑤　外部機関からの依頼、学校への依頼の精選（町教委）
イ　授業改善等に係る支援（町教委・学校）
　①　各種会議、研修会の在り方の検討及び内容の精選
　②　各種学習状況調査結果集約・活用の効率化

ア　時間外在校等時間の把握(町教委・学校)
イ　ノー残業デーの実施（学校）
ウ　学校閉庁日の設定（町教委・学校）
エ　時間外在校等時間の上限(町教委・学校)

ア　長時間勤務者への産業医による保健指導
　の確立
イ　専門医によるメンタルヘルス相談の充実

(3)心とからだの健康対策(町教委・学校)

ア　校内安全衛生推進会議の実施回数の確保
　と内容の充実（学校）

※ 身体的・精神的・社会的に良い状態であることをいい、短期的な幸

福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福

を含むもの。


